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東海市初期日本語教室運営業務委託 プロポーザル実施要領  

 

１ 趣旨  

この実施要領は、東海市プロポーザル契約に関する要綱に基づき、東海

市初期日本語教室運営業務委託（以下「本業務」という。）の受託候補者を

公募型プロポーザル方式により、選定するにあたり、必要な事項を定める

ものである。 

 

２ 業務の目的及び内容並びに契約方法  

  業務の目的 

   本市における多文化共生の推進に向けた取組の一環として、外国籍市

民等が日常生活及び社会生活を地域住民と共に円滑に営むことができ

るようなコミュニケーション支援等を目指す日本語教育の推進を図る

ため、日本語がほとんど分からない外国籍市民等を対象とする初期日本

語教室（以下、「初期日本語教室」という。）及び市内企業の外国籍労働

者等を対象とする出前型日本語教室（以下、「企業向け出前型日本語教

室」という。）の運営業務を委託することを目的とする。  

  業務の内容 

ア 業務名 

東海市初期日本語教室運営業務委託  

イ 業務内容 

   別紙１「東海市初期日本語教室運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 

ウ 委託期間 

   契約締結日の翌日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで  

  契約方法 

  ア 契約締結の交渉 

    プロポーザル内容の審査の結果、評価順位が最高位の者を優先交渉

者とし、契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調のときは、

評価順位が第２位の者(以下、「第２位交渉者」という。)から順に契約
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締結の交渉を行う。  

  イ 契約締結 

    契約締結の交渉の結果、受託事業者として決定された団体と本市に

おいて、東海市業務委託契約約款（労務の提供）の規定に基づき委託

契約を締結する 

ウ その他 

 提案書等の仕様書への位置づけ 

原則として、提案書等に記載した内容や、プレゼンテーション審

査での説明、質疑に対して回答した内容は、本業務の仕様として位

置付けるものとする。なお、本業務の目的を達成するため、受託候

補者との協議により、項目を追加、変更又は削除することがある。  

 契約内容及び契約額等の調整  

見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うこと

がある。 

 契約額の支払 

  業務完了後、適法な請求書を受理した日から３０日以内に年間分

を一括して翌年５月までに支払う。  

なお、「企業向け出前型日本語教室」については、教室の実施の

有無に関わらず発生する諸経費と教室１回当たりの実施に要する単

価を区分して契約するものであり、教室１回当たりの実施に要する

単価は、実施実績に応じて支払う。  

 再委託 

    ａ 受託事業者は、本業務委託の全部を一括して、又は仕様書等に

おける指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせて

はならない。 

      なお、「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務

遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受託事業

者はこれを再委託することはできない。  

    ｂ 受託事業者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、資料整理など

の簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としな
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い。 

    ｃ 受託事業者は、上記ａ及びｂに規定する業務以外の再委託にあ

たっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。  

    ｄ 受託事業者は、業務を再委託に付す場合、書面により再委託の

相手方と契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に

対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

 

３ プロポーザル契約とする理由及びその導入効果  

  本事業の業務委託の実施にあたり、民間事業者の持つ専門的知見やこれ

までの業務経験を活かした企画提案をプロポーザル方式により広く求め

ることで、本事業の実施目的をより効率的・効果的に達成することができ

るため公募型プロポーザル方式を採用する。 

 

４ 受託候補者が決定するまでの事務手順  

  スケジュール 

No 項目 日程 

① 実施要領等の配付 令和８年（２０２６年）４月１０日（金） 

② 実施要領等に関する質問受付  同年４月１０日（金）～４月１７日（金） 

③ 実施要領等に関する質問回答  同年４月２４日（金） 

④ 参加申込受付期限 同年４月２８日（火）午後４時 

⑤ 提案書等の提出期限  同年５月１４日（木）午後４時 

⑥ 審査委員会 同年５月２１日（木）午後 

⑦ 審査結果通知 同年５月２７日（水） 

⑧ 契約締結 同年５月下旬 

 質問及び回答 

ア 質問の提出方法 

質問がある場合は、質問書（様式７）に質問事項を記載の上、電子

メールで、問合せ先に記載の電子メールアドレスに送信するとともに、

電話により、電子メールの着信の確認を行う。電子メールの件名は、

「東海市初期日本語教室運営業務に係るプロポーザルの質問（企業名
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称）」とする。なお、口頭による質問の受付は行わない。  

イ 受付期間 

令和８年（２０２６年）４月１０日（金）～４月１７日（金）   

ウ 回答方法 

質問及び回答は、質問回答期限までに、本プロポーザルの通知を

行ったすべての提案者に電子メールにより随時回答する。  

なお、参加しない旨の意思確認書の提出があった者に対しては、

同確認書の提出後は回答しない。  

エ その他 

受付期間以外に提出された場合及び指定の方法によらない場合

は、質問には回答しない。  

 参加申込（参加意思確認書の提出） 

  ア 提出書類 

    参加意思確認書（様式１）  

  イ 提出方法 

    持参又は郵送に限る。（郵送の場合は期限までに必着）  

  ウ 期限 

令和８年（２０２６年）４月２８日（火）午後４時 

  エ その他 

    期限までに提出されなかった場合、参加意思がないものとみなす。  

 

５ 受託候補者の選定基準及び選定方法  

  参加資格 

本業務を履行する能力を有し、かつ参加意思表明日から契約締結日ま

でにおいて、次に掲げる要件をすべて満たしている法人その他の団体（個

人での応募は不可）であること。  

ア 東海市の入札参加資格者名簿に登載されていること。  

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第

１項の規定に該当しないこと。 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の
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申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手

続開始の申立てをしていないこと。  

エ 東海市建設工事等請負業者指名停止取扱内規（昭和５９年４月１３

日施行）に基づく指名停止を受けていないこと。  

オ  東海市と愛知県東海警察署が締結した東海市が行う事務及び事業  

からの暴力団排除に関する合意書（平成２４年２月１７日締結）に基

づく排除措置を受けていないこと。  

カ  本業務と同種又は類似業務に直接携わった実績を有する者を本   

業務受託時の業務責任者又は主担当者として選任し、本市との打合せ

に派遣できる団体であること。なお、業務責任者又は主担当者は、本

業務を実質的に担当するものとし、業務完了まで原則として変更でき

ないものとする。 

  選定基準及び選定方法  

審査は、東海市初期日本語教室運営業務委託プロポーザル審査委員会

（以下、「審査委員会」という。）にて、提案書等を提出した全ての者に

対して実施し、優先交渉者、第２位交渉者以下全ての参加者の順位をつ

ける。 

なお、審査は非公開とする。  

ア 選定基準 

別紙２のとおり 

イ 選定方法 

 提案書等及びプレゼンテーションによる評価を行う。獲得した  

点数から評価順位をつける。  

 獲得した点数が最も高い者が２以上あるときは、主観的項目の評

価が高い提案者を上位とする。これが同点の場合は、次の順序で上

位者を決定する。 

 ａ 見積書の金額が、より安価な提案者 

 ｂ 審査委員会委員の合議により、上位と決定する提案者  

ウ 審査員の持ち点を合算した値（満点）の５割を最低基準点とし、各

審査員の評価点を合算した値（合計点）が最低基準点に満たない場合
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は、受託候補者として選定しない。  

エ 提案者が１者の場合でも、原則としてプレゼンテーションを行い、

各審査員の評価点を合算した値（合計点）が最低基準点に満たない場

合は、受託候補者として選定しない。  

 結果通知 

審査結果については、令和８年（２０２６年）５月２７日（水）に、

結果にかかわらず提案者に通知する。ただし、評価内容の詳細について

は公表しない。 

 審査委員会  

提出された提案書等により審査を行う。  

ア 日時（予定） 

令和８年（２０２６年）５月２１日（木）午後 

なお、日時、場所及び留意事項等については、参加意思がある者す

べてに、令和８年（２０２６年）５月１８日（月）に、メールにて通

知する。また、順番は提案書等の受付順とする。 

イ １者当たりの所要時間  

 準備５分 

 企画提案プレゼンテーション２０分 

 企画提案に対する質疑等１０分程度 

ウ 説明 

プレゼンテーションは提案書に基づき実施すること。資料の追加や

差し替えは認めない。なお、説明者は、契約後も本業務に直接係わる

者とし、受託した際の業務責任者は必ず出席すること。  

エ 参加人数 

業務責任者を含め３名以内とする。 

オ 電子機器の使用について  

パソコン等の電子機器を利用する場合は、事前に本市に連絡する  

こと。この場合、プロジェクター及びスクリーンは本市で用意し、パ

ソコン等のその他の機器は提案者が持参すること。  

 その他 
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ア 本プロポーザルの参加事業者のうち受託候補者に選定されなかった

ものは、同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して７日以

内に、市長等に対し、受託候補者に選定しなかった理由についての説

明を書面により求めることができる。ただし、本文に規定する期間内

に東海市の休日を定める条例（平成元年東海市条例第５０条）第１条

第１項に規定する市の休日がある場合における当該期間の計算につい

ては、当該市の休日に係る日数は、算入しない。  

イ 市長等は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあっ

た日の翌日から起算して１０日以内に、当該請求をした者に対し、書

面により回答するものとする。  

ウ 評価及び採点に関する疑義は受け付けない。  

 

６ 依頼する提案の内容及び提案書の作成要領  

  依頼する提案の内容  

   多文化共生の推進に向けた取組の一環として、本業務を通じ、市内在

住・在学・在勤の外国籍市民等が日常生活及び社会生活を地域住民と共

に円滑に営むことができるようなコミュニケーション支援等を目指す

日本語教育の推進を図りたいと考えている。 

このことから、提案事業者の持つノウハウや企画力をはじめ他の自治

体等における業務実績を生かした企画提案を求めている。  

  提案書の作成要領 

 参加意思確認書により、本プロポーザルへの参加の意思を表明した者

は、次のとおり提案書等を提出する。 

ア 委託料上限額 

 初期日本語教室   

金２，０５６，０００円（税抜き） 

 企業向け出前型日本語教室  

金５５６，０００円（税抜き） 

  イ 提出書類 

    企画提案書等提出届（様式２） 
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    企画提案書（様式任意）   

企画提案内容については、仕様書の「４委託業務の内容」の(1) 初

期日本語教室及び(2) 企業向け出前型日本語教室の「必須業務」と

「業務に関連して提案を期待する内容等」について企画提案するも

のとし、次の項目に留意して作成すること。 

ａ 提案は一案とする。 

ｂ Ａ４縦版とし、両面印刷で２０ページ以内（表紙、目次は含ま

ない）、文字サイズは１２ポイント以上(図表、画像を除く)、ペ

ージ番号を付すること。 

なお、やむを得ない事由によりＡ４サイズに収まらない場合

は、Ａ３サイズ（片面：Ａ４サイズ２ページ分、両面：Ａ４サイ

ズ４ページ分とする。）を使用することとし、片面横折り込みと

する。 

ｃ 専門知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい表現

に努めること。 

    業務スケジュール案（様式任意） 

     契約締結日の翌日（５月下旬予定）から令和９年（２０２７年）

３月３１日までの業務スケジュール案を添付すること。  

     なお、教室の実施期間は令和９年（２０２７年）２月２８日まで

とする。 

    企業概要書（様式３）  

会社案内パンフレットがある場合は、企業概要書に添付するこ

と。 

    受託実績表（様式４）  

令和５年度（２０２３年度）以降の、地方自治体における日本

語教室運営業務又は本業務と類似した初期日本語教室、企業向け

の日本語教室運営業務の受託実績について、県内自治体の実績を

優先して記載すること。正本には、記載した全件について受託を

確認できる書類（契約書の表面等の写し※）を添付すること。

（副本には、受託を確認できる書類の添付は不要。）  
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受託実績は、最大で５件までとし、現に履行中のものを含めて

差し支えない。なお、契約書の件名で業務内容が確認しがたい場

合は、必要に応じて仕様書等を添付すること。  

    業務実施体制表（様式任意） 

仕様書の「４委託業務の内容」の(1) 初期日本語教室及び(2) 企

業向け出前型日本語教室の「必須業務」を踏まえ、統括責任者及び

運営担当者、広報活動担当者（以下、「責任者・担当者」という。）

の配置予定者氏名、人数、保有する資格や本業務と同種又は類似業

務に携わった実績等を記載すること。記載した担当者等については、

原則として業務完了まで変更を認めない。  

合わせて、責任者・担当者以外の外国人住民コーディネーターや

指導者及び補助者、日本語対話パートナーの配置予定人数を記載す

ること。 

 見積書（様式５） 

初期日本語教室は、愛知県の補助事業「令和８年度愛知県地域  

日本語教育推進補助金」を活用して実施するため、企業向け出前型

日本語教室と経費を明確に区分する必要がある。 

このことから、次の事項を留意の上、「初期日本語教室」と「企

業向け出前型日本語教室」の様式５によりそれぞれの税抜き金額を

記載すること。 

    ａ 初期日本語教室について  

一般管理費については、愛知県の補助事業の補助対象となる人

件費、諸謝金、旅費・交通費、消耗品費、通信運搬費、借料及び

損料、会議費、保険料、雑役務費、消費税相当額の合計額の１０％

（円未満は切捨て）を上限すること  

ｂ 企業向け出前型日本語教室  

教室の実施の有無に関わらず発生する諸経費と教室１時間当

たりの実施に要する単価を記載すること。 

 ウ 提出方法等 

 提出方法 
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持参または郵送に限る。（郵送の場合は、提出期限までに必着） 

  提出部数 

提出書類はＡ４判で、６イの～の順序で、ファイルに綴じ、 

インデックスを付け、正本１部（代表者印押印のもの）及び副本５部

（正本の写し）、ＣＤ－Ｒ等の記録媒体１つ（提出書類をＰＤＦ形式

で保存したもの）を提出すること。 

また、ファイルの表紙には「東海市初期日本語教室運営業務委託提

案書」及び企業名称を表示すること。  

 エ 期限 

令和８年（２０２６年）５月１４日（木）午後４時 

 

７ 失格事項  

次の各号に該当した場合は、失格とする。   

 プレゼンテーションに欠席した場合  

 本実施要領及び東海市プロポーザル契約に関する要綱に定める参加

資格の要件等を満たさなくなった場合  

 提出書類の受付期間中に所定の書類が提出されなかった場合   

 提出書類に虚偽の記載があった場合  

 提案書等の内容が仕様書等で定める業務等や最低基準点を満たさな

い場合 

 提案額が委託料上限額を超えている場合や内訳が示されていない場合   

 審査の公平性を害する行為があった場合   

⑻ 法令並びに本市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提

案を行った場合 

⑼ その他、著しく信義に反する行為等、失格にすべき行為があった  

場合  

 

８ その他   

 本プロポーザルに係る経費は、提案者の負担とする。  

 提出期限以後の書類の再提出、差替え、修正、追加等は認めない。な
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お、審査委員会から要請のあった事項についてはこの限りではない。  

 本プロポーザル参加者による相連合又は不穏の挙動その他のプロポ

ーザルを公正に執行することができない状態にあると認めたとき及び

不慮の都合があったときは、本プロポーザルを延期し、又はこれを中止

することがある。その場合は、周知することとする。  

 本市から受領した資料等は、本プロポーザルの提出書類の作成以外に

使用してはならない。 

 提出された提案書等は、返却しない。  

 本プロポーザルにおいて提出された提案書等の書類の著作権は、提案

者に帰属する。ただし、東海市情報公開条例（平成１２年条例第６１号）

の規定に従い、開示請求の対象となることに留意すること。  

 提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責

任は、提案者が負う。 

⑻ 提出された提案書等は、本プロポーザル業務で必要な範囲において複

製できることとするが、本プロポーザル業務以外の目的では使用しない。 

  契約の締結に際し、万一、応募書類に虚偽の記載内容があった場合は、

契約締結をしないことがあるほか、本市が被った損害について、賠償請

求を行うことがある。 

 

９ 問合せ先  

東海市総務部市民協働課 市民活動推進・多文化共生担当  

住 所：〒４７６-８６０１ 

     愛知県東海市中央町一丁目１番地（東海市役所内）  

Ｔｅｌ：０５２-６１３-７５２５・０５６２－３８－６１３６ 

E-mail：chiiki@city.tokai.lg.jp 

 


